
平成１４年海事代理士筆記試験模範解答

１．憲法 模範解答

受験地 受験番号 氏名

採点

１．

ア イ ウ

臨時会 予備費 良心

エ オ カ

公共の福祉 特別裁判所 過半数

２．

（１） （２） （３） （４）

〇 〇 × ○

（５） （６） （７） （８）

× × × 〇

３．

参議院も国会の一院として内閣の責任を追及することはでき

るが、問責決議の効力は衆議院の不信任決議とは異なり、法的

効力をもたずあくまで政治的な意味をもつにとどまる。

― １．憲法 模範解答 ―



２．民法 模範解答

受験地 受験番号 氏名

採点

１．

（１） （２） （３） （４）

〇 × 〇 ×

（５） （６） （７） （８）

〇 × × 〇

（９） （ ）10

× ×

― ２．民法 模範解答 ―



３．海商法 模範解答

受験地 受験番号 氏名

採点

１．

ア イ ウ

属具目録 賃貸借 運送契約

エ

一年

２．

（１） （２） （３） （４）

× × 〇 〇

（５） （６） （７） （８）

〇 × × ×

（９） （ ） （ ） （ ）10 11 12
× ○ × 〇

（ ） （ ）13 14

〇 〇

３．

船籍港外においては、船長は航海のために必要な一切の裁判上

・裁判外の行為を為す権限を有するが、船籍港においてはとくに

委任を受けた場合を除き、海員の雇入れおよび雇止めをなす権限

のみを有する。

― ３．海商法 模範解答 ―



４．国土交通省設置法 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点

１．

番 号 （１） （２） （３）

名 称 北陸信越運輸局 中国運輸局 東北運輸局

位 置 新潟県 広島県 宮城県

番 号 （４） （５）

名 称 中部運輸局 四国運輸局

位 置 愛知県 香川県

２．

１ 海事振興部 （４） 海事振興部（ ）

２ 海事振興部 （５） 海上安全環境部（ ）

３ 海上安全環境部（ ）

― ４．国土交通省設置法 模範解答 ―



５．船員法 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点

１．

ア イ ウ

海員 最低賃金法 休日付与簿

（法第７条） （法第 条） （法第 条第 項）59 67 2

エ オ カ

有給休暇 船内労働 ３

（法第 条） （法第 条） （法第 条第 項）78 83 92 2

キ ク ケ

１８ ３６ ２４

（法第 条第 項） （法第 条） (法第 条第 項)85 3 93 41 2

注： ）の条項は参考までに記したもの。（

２．

(１) (２) (３) (４) (５)

○ × ○ ○ ○

解説

(１) 法第４９条の規定の通り。

(２) 法第３３条に、損害賠償を予定する契約をしてはならないと規定されている。

(３) 法第７７条第２項の規定の通り。

(４） 法第４３条の規定の通り。この場合、船員は、法第４２条の規定に準じて雇入

契約を解除することができる。

（５） 法第１０９条の規定の通り。

３． 就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなされる。

４． ①船舶所有者が発行する雇用関係を証する書類

②戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民票の写しのいずれか

（氏名、性別、本籍及び生年月日を証するもの）

③申請の日前６月以内に撮影した自己の写真（２葉）

（ ）１問２点・計４点

― ５．船員法 模範解答 ―



６．船舶職員法 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点 点

１． ア イ ウ エ オ カ キ

機関 船舶所有 ５トン ５ 平水 滅失 早く

者の住所

地

２． ア イ ウ エ オ カ

２ 戸籍抄本 住民票 海技免状 乗船履歴 ６月

３． 以下①～③のうちいずれか２つ

①１５歳に達するまでの履歴

②試験開始期日からさかのぼり、 年を越える前の履歴15

③主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話

による通信に従事しない職務の履歴（三級海技士（通信）試験又は四級海技士

（電子通信）試験に対する乗船履歴の場合を除く ）。

※③の（ ）部分は採点の対象としない。

４． ・レーダー観測者講習

・レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習（レーダー・ＡＲＰＡシミ

ュレータ講習）

・救命講習

・消火講習

・航海英語講習

― ６．船舶職員法 模範解答 ―



７．海上運送法 模範解答

受 験 地 受験番号 氏 名

採 点

１．

ア イ

認可 分割

ウ エ

三十日前（３０日前） 乗合

オ

船舶運航事業

２．

( ) ( )1 2

× ×

( ) ( )3 4

○ ×

( )5

×

― ７．海上運送法 模範解答 ―



８．港湾運送事業法 模範解答

受験地 受験番号 氏名

採点

（１） （２） （３） （４） （５）

○ ○ × × ○

（６） （７） （８） （９） （ ）10

○ ○ ○ ○ ○

― ８．港湾運送事業法 模範解答 ―



９．港則法 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点 点

１． （１） （２） （３） （４）

Ａ Ｃ Ａ Ａ

２． ア イ

端艇競争 許可

ウ エ

雑種船 けい船

オ カ

竹木材 いかだ

― ９．港則法 模範解答 ―



１０．海上交通安全法 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点 点

１． ア イ

港則法 港湾

ウ エ

漁港 漁船

２． ア イ ウ

② ⑤ ⑧

― １０．海上交通安全法 模範解答 ―



１１．海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．

( ) ( ) ( )1 2 3

イ ロ ロ

( ) ( )4 5

ハ ハ

２．

(１)

×

(２)

×

(３)

×

(４)

×

(５)

○

― １１．海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 模範解答 ―



１２．船舶法 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

点採 点

１．

（１） （２） （３） （４） （５）

× ○ ○ ○ ×

（６） （７） （８） （９） （ ）10

○ ○ ○ × ×

２．

ア イ ウ エ オ

全 員 三分ノ二 所有者 百トン以上 四年

カ キ ク ケ コ

百トン未満 二年 一年 船籍港 番号

― １２．船舶法 模範解答 ―



１３．船舶安全法 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点

１． ア イ

堪航性 人命

２． ウ エ オ カ

満載吃水線 遠洋区域 近海区域 沿海区域

キ ク

二十四メートル 漁船

３． ケ コ サ シ

船舶所有者 精密ナル検査 簡易ナル検査 船舶検査証書

ス

臨時

４． セ ソ タ

三十メートル 製造者 製造

５． チ ツ テ ト

旅客船 平水区域 小型船舶 六年

―― １３．船舶安全法 模範解答



１４．船舶のトン数の測度に関する法律 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点 点

１．
（１） ア イ

９ １２

（２） ウ

２３

エ（ ）３

１６

オ カ キ ク（４）

２６ １６ ２ ２０

ケ コ

９ ４

― １４．船舶のトン数の測度に関する法律 模範解答 ―



１５．造船法 模範解答

受験地 受験番号 氏 名

採 点 点

１． ア イ ウ

わが国 健全 競争

エ オ

２０トン １５メートル

２． （１） （２） （３） （４） （５）

○ × ○ × ○

― 模範解答 ―１５．造船法


